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Abstract: The financial authorities around the world have been trying to prevent the occurrence of the 

financial crisis and to reduce the impact by creating a common framework for finance. In response to the 

Lehman shock that occurred in 2008, many financial institutions were forced to fail due to lack of liquidity, 

and from the reflection that not only the capital adequacy ratio regulation but also the liquidity ratio 

regulation is necessary, Basel III regulation consisting of the capital adequacy ratio regulation and liquidity 

ratio regulation was formulated in 2010. However, some problems are pointed out in the liquidity ratio 

regulation established under the Basel III regulation. Liquidity ratio regulation formulated under the Basel 

III regulation is trying to encourage banks to prepare for the financial crisis accompanying liquidity shock 

by ensuring adequate liquidity but this will lower the bank's asset management yield and it is feared that it 

may be a factor that puts pressure on management and, on the contrary, makes the financial system unstable. 

Therefore, in this research, we evaluate the influence of the liquidity ratio regulation on the Basel III 

regulation on the stability of the financial system by simulation. There are Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

regulation and Net Stable Funding Ratio (NSFR) regulation in the liquidity ratio regulation on the Basel III 

regulation. In this research, we will examine the merits and demerits of the impact of the LCR regulation 

and the NSFR regulation, which is the liquidity ratio regulation of Basel III regulation, on the financial 

system. 

 

1.はじめに 

世界では金融に関する共通の枠組みを作ることで，

金融危機の発生を予防したり影響の軽減を図ったり

してきた．2008 年に起きたリーマン・ショックでは

多くの金融機関が流動性の不足による破綻に追い込

まれたことを受け，自己資本比率規制だけでなく流

動性比率規制も必要だという反省から，自己資本比

率規制と流動性比率規制から成るバーゼル III 規制

が 2010 年に策定された[1][2]． 

 バーゼル III 規制における流動性比率規制は，主

に金融システムにおけるシステミック・リスクの抑

制を目的としている．システミック・リスクとは，

個別の金融機関の支払不能等や，特定の市場または

決済システム等の機能不全が，他の金融機関，他の

市場，または金融システム全体に波及するリスクの

ことをいう[3]． 

 ただし，バーゼル III 規制で策定された流動性比

率規制にはいくつかの問題点が指摘されている．そ

のうちの一つである流動性カバレッジ比率(LCR) 

規制では，規制対象の銀行に対して，ストレス下の

30 日間における正味の資金流出に耐えられるだけ

の高品質な流動資産を保持するように求めている

[4]．高品質な流動資産には例えば現金等が該当する

が，従来個人や法人への貸付に回していた資金を手

許に残しておく必要があるとなると，銀行の資産運

用利回りが低下して経営を圧迫する可能性がある．

また，同じくバーゼル III 規制で策定された流動性

比率規制の一つである安定調達比率(NSFR) 規制は，

銀行の運用資金と調達資金の残存期間を一致させ，



資金の流出入のタイミングを合わせることで流動性

不足の発生を防ごうとするものである．しかし，元

来銀行は預金者か 

ら集めた短期かつ低金利で調達した資金を個人や法

人に対して長期かつ高金利で貸し付けることで利益

を得るビジネスモデルを採っており，銀行のビジネ

スに逆行しかねない安定調達比率(NSFR) 規制は銀

行の経営を圧迫するのではないかと危惧されている

[5]．また，これらのバーゼル III 規制における流動

性比率規制は現状では国際統一基準行のみを対象と

しているが，わが国では競争の公平性の観点から将

来的には国内の全銀行に適用することも検討されて

いる．すると，財務基盤が安定していて経営体力の

ある都市銀行や主要地方銀行は当該規制による経営

環境の悪化に耐えられるだろうが，資金調達能力や

収益機会に乏しい弱小地方銀行は途端に窮地に追い

込まれるのではないかという懸念がある．よって，

バーゼル III 規制における流動性比率規制の導入が

銀行の存続を脅かし，却って金融システムを不安定

化させてしまうということも十分に考えられるため，

その影響に関しては慎重な議論が必要だとされてい

る． 

そこで，本研究ではバーゼル III 規制における流

動性比率規制の金融システムの安定性に与える影響

についての評価を，シミュレーションを用いて行う． 

 

2．モデル 

2.1．概要 

本モデルは，Fig．1 に示すように，銀行間ネット

ワーク，企業群，証券市場の 3 つの要素から構成さ

れる．それぞれの銀行が相互に貸借関係を結んで銀

行間ネットワークを形成しており，さらにそれぞれ

の銀行は企業への融資や証券市場での投資を行って

いるという状況を想定している． 

 

 

Fig. 1 モデルの概要（出典：参考文献[6][7][8]） 

 

2.2．銀行 

2.2.1．銀行間ネットワーク 

先行研究[9][10] によれば，我が国の銀行間ネット

ワークは scale-free network を形成している．そこで，

銀行間ネットワークの形状として random network 

と scale-free network の 2 つを仮定する．ここで，

random network は現実の銀行間ネットワーク構造に

近い scale-free network との比較対象として導入して

いる． 

2.2.2．銀行のバランスシート 

本モデルでは，銀行を 100行用意し，銀行iに対して

Fig．2 に示すようなバランスシートを与えている．

資産の部は，有価証券𝑠𝑖，銀行間貸出𝑙𝑖，企業融資𝑒𝑖，

現金𝐺𝑎𝑝𝑖  から成る．負債の部は，預金𝑑𝑖，銀行間借

入𝑏𝑖，自己資本𝑐𝑖から成る． 

 さらに，銀行iのバランスシートは毎ステップで以

下のように変化していく． 

① 預金𝑑𝑖の変動． 

② 有価証券価格の変動に伴う有価証券𝑠𝑖の変動． 

③ 銀行間貸借に伴う銀行間貸出𝑙𝑖と銀行間借入𝑏𝑖

の変動． 

④ 企業への融資に伴う企業融資𝑒𝑖の変動． 

⑤ ①～④の結果を受けての現金𝐺𝑎𝑝𝑖と自己資本𝑐𝑖

の変動． 

 現金𝐺𝑎𝑝𝑖と自己資本𝑐𝑖のいずれかが負に転じた場

合，銀行iは破綻する． 

 

 

Fig. 2 銀行𝐢のバランスシート 

 

2.2.3．銀行間貸借 

Fig．3 に示すように，銀行間貸借では資金に余剰の

ある銀行が資金の不足している銀行に対して資金を

貸し出し，その対価として利息を受け取る．資金に

余剰のある銀行は，バーゼル III 規制を逸脱しない

範囲で他行に資金を貸し出すことができる．逆に，

資金の不足している銀行は，バーゼル III 規制を満



たすことができるまで資金を借り入れようとする． 

 なお，銀行間貸借における金利は，先行研究[11] 

を参考にして式(1)で計算される． 

 

𝑟𝑖,𝑗 = 𝑟0 + (𝛼 (
𝐿𝑗(𝑡)

𝑑𝑗(𝑡)
)

−𝛼

+ 𝛼 (
𝐵𝑖(𝑡)

𝑐𝑖(𝑡)
)

𝛼

) log𝑇+1(𝑡𝑑 + 1)  (1) 

 

ここで，𝑟𝑖,𝑗は銀行iの銀行jからの銀行間借入金利で

ある．𝑟0は中央銀行金利で，0.0%である．そして，

𝐿𝑗(𝑡)は時刻tにおける銀行jの余剰資産であり，バー

ゼル III 規制の充足度合いから逆算して算出される．

𝑑𝑗(𝑡)は時刻tにおける銀行jの預金である．𝐵𝑖(𝑡) は時

刻tにおける銀行iの負債であり，𝑐𝑖(𝑡) は時刻t にお

ける銀行iの自己資本である．また，αはリスク感応

度を示し，α = 0.0050とする．そして，Tは銀行間貸

借の満期の最大値であり，コール市場が 1 年以内の

資金貸借の市場であることから，1 年を 250 日営業

日と捉えてT =  250とした．𝑡𝑑は銀行間貸借の満期

を示し，1 ≤ 𝑡𝑑 ≤ 250である． 

 

 

Fig. 3 銀行間貸借のイメージ 

 

2.2.4． 銀行の破綻処理 

銀行は，自己資本𝑐𝑖と現金𝐺𝑎𝑝𝑖のいずれかが負に

なった場合に破綻する．銀行iが破綻した場合，銀行

iに資金を貸し出していた銀行jは貸出債権の焦げ付

きを被り，銀行iへの貸出額と同額だけ自己資本が毀

損する．また，破綻した銀行iの資産を整理するため，

銀行iへ貸付を行っていた銀行jは，銀行iの銀行借入

に対する自身の貸出額の比率に応じて銀行iの資産

を継承する．同様にして，銀行iの預金も引き継ぐ．

2.2.5． バーゼルⅢ規制 

バーゼル III 規制は自己資本比率規制と流動性比

率規制から成る．まず，自己資本比率規制では，リ

スク資産に対する自己資本の比率が一定値以上にな

るように求めている．次に、流動性比率規制の一つ

である流動性カバレッジ比率（LCR）規制では，30

日間の正味資金流出額に対する高品質な流動資産

（現金や有価証券等）が一定値以上になるように求

めている．最後に，流動性比率規制のもう一つの規

制である安定調達比率（NSFR）規制では，運用資金

に対する調達資金が一定値以上になるように求めて

いる．なお、このとき運用資金と調達資金は，それ

ぞれ残存期間別に重み付けがなされた上で算出され

ている．本モデルでは，参考文献[12][13][14] をもと

に，バーゼル III 規制におけるこれらの規制を表現

した． 

2.3．企業 

2.3.1．銀行企業間ネットワーク 

参考文献[15]によると，大手行ほど取引先企業数

も多いことが分かっている．そこで，本モデルでも

シミュレーション開始時点では資産規模の大きい銀

行ほど多くの取引先企業を有するように銀行企業間

ネットワークを生成している．なお，シミュレーシ

ョン開始後は，それぞれの企業と銀行の行動に応じ

て銀行企業間ネットワークは逐次変化していく．

2.3.2．企業のバランスシート 

本モデルでは，企業を 100社用意し，企業i′に対して

Fig．4 に示すようなバランスシートを与えている．

資産の部は，資産𝑎𝑖′から成り，幾何ブラウン運動に

従って変動する．負債の部は，銀行間借入𝑏𝑖′，自己

資本𝑐𝑖′から成る． 

 

 

Fig. 4 企業𝐢′のバランスシート 

 

2.3.3．銀行による企業への融資 

それぞれの企業の資産は幾何ブラウン運動(式(2))に

従い、それに応じて企業の資金需要(式(3))も決定さ

れる。 

 

d𝐴𝑡 = 𝜇𝐴𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑙𝐴𝑡𝑑𝑊𝑡,𝑙                                (2) 

 

ただし， μ， σ1 はそれぞれ企業の資産価値伸び率のド

リフト，ボラティリティであり，𝐴𝑡は時刻tにおける企業



の資産である．また，𝑊𝑡,𝑙は標準ブラウン運動である．こ

こでは，先行研究[16]に倣いμ =  0.05,   σ1 = 0.10とした． 

 

∆𝐸𝑡 = 𝑏∆𝑡 + 𝐷+∆𝐴𝑡𝑙∆𝐴𝑡≥0 + 𝐷−∆𝐴𝑡𝑙∆𝐴𝑡<0 + 𝜎2√∆𝑡𝜀𝑡,2   (3) 

  

ここで，𝑙∆𝐴𝑡≥0は∆𝐴𝑡 ≥ 0が真であるとき 1 をとり，

それ以外のときは 0をとる．同様に，𝑙∆𝐴𝑡<0も∆𝐴𝑡 < 0

が真であるとき 1をとり，それ以外のときは 0 をと

る．これにより，式(3)では直近の企業価値の変化に

対し，企業価値上昇時は𝐷+∆𝐴𝑡，企業価値減少時は

𝐷−∆𝐴𝑡の資金需要が生じると想定している．ただし，

企業価値の変動がない(=∆𝐴𝑡=0 の) 場合でも，負債が

趨勢的に増加・減少することもあり得るため，時間

トレンド項𝑏∆𝑡を含む．また，確率項𝜎2√∆𝑡𝜀𝑡,2により

資金需要∆𝐸𝑡を確率過程として表現している．ここで，

𝜎2は資金需要の不確実性を表すボラティリティで，

𝜎2 = 0.07であり，𝜀𝑡,2は標準正規分布に従う確率変数

である[16]．また，𝑏 = 2.0, 𝐷+ = 1.0, 𝐷− = 0.0である

[16]．さらに，∆𝑡 = 0.004である[17]． 

2.3.4．企業の破綻処理 

企業は，自己資本 c_i'が負になった場合に破綻する．

ある企業が破綻した場合，当該企業に資金を貸し出

していた銀行は貸出債権の焦げ付きを被り，当該企

業への貸出額と同額だけ自己資本が毀損する． 

2.4．有価証券 

2.4.1．銀行による有価証券への投資 

本モデルでは，100 銘柄の有価証券が証券市場で取

引されているとものとする．なお，証券市場の参加

者は銀行のみである．有価証券投資では，まず各銀

行が有価証券を買うのか売るのかの意思決定を行い

（Fig．5 参照1），次に売買注文を出す銘柄を決め，

すべての銀行の注文を集計して約定処理を行う．そ

して，これらの一連の銀行による有価証券取引の結

果を受けて，各有価証券銘柄の価格が変動する． 

 なお，売買銘柄の決定は式(4)に基づき，有価証券

価格の変動は式(5)に基づく． 

 

𝐸𝑈𝑖,𝑘 = �̅�𝑘 −
1

2
𝜆𝑖𝜎𝑘

2                     (4) 

  

ここで，𝐸𝑈𝑖,𝑘は銀行iにとっての有価証券kの評価

値を，�̅�𝑘と𝜎𝑘はそれぞれ過去m日間の有価証券kの平

均リターンと標準偏差を，𝜆𝑖は銀行iのリスク回避度

を示す． 

 

                                                           
1 ここで，過去m日間の全有価証券銘柄のリターンの平均と標

準偏差をそれぞれ𝑟𝑒𝑥𝑝， 𝜎𝑚，銀行iのリスク回避度を𝜆𝑖とする

𝑃𝑘,𝑡 = 𝑃𝑘,𝑡−1 + 𝑟𝑓𝑃𝑘,𝑡−1Δ𝑡 + 𝜎𝑃𝑘,𝑡−1𝜖̃√∆𝑡          (5) 

 

ここで，𝑃𝑘,𝑡は時刻tにおける有価証券kの価格を，

𝑟𝑓はリスクフリーレートを，𝜎はボラティリティを示

し， 𝑟𝑓 = 0.02, 𝜎 = 0.25, ∆𝑡 = 0.004である[17]．また，

𝜖̃~𝑁 (
𝑏𝑢𝑦𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘(𝑡)−𝑠𝑒𝑙𝑙𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘(𝑡)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑘(𝑡)
, 1)  で あ り ，

𝑏𝑢𝑦𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘(𝑡)は時刻tにおける有価証券k に対する

買い注文量を，𝑠𝑒𝑙𝑙𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘(𝑡)は時刻tにおける有価証

券kに対する売り注文量を，𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑘(𝑡)は時刻tに

おける有価証券kの発行済株式数を示す． 

 

 

Fig. 5 有価証券投資における意思決定の基準 

 

3．金融システムの安定性に対するバ

ーゼルⅢ規制における流動性比率規

制の影響についてのシミュレーショ

ン 

3.1．共通設定 

シミュレーション中の 1 ステップの流れは，Fig．

6 に示す通りである．各ステップにおいて， ①～⑦

の処理を繰り返す．本研究では 1 試行 125 ステップ

のシミュレーションをパラメータセットごとに 30 

試行行う．これは，1 年間を 250 日営業日と捉え，

銀行勘定の予算・決算期間である半年を想定した設

定である[17]． 

 

と，相場観fは以下の通り表される； 

f = 𝑟𝑒𝑥𝑝 − sin(𝜆𝑖) + 𝜎𝑚 



 
Fig. 6 シミュレーション中の 1ステップの流れ 

 

3.2．モデルの妥当性検証 

モデルの妥当性検証では，預金変動における流動

性ショックの大きさφと銀行破綻数の関係を取り上

げた．妥当なモデルであれば，流動性ショックの大

きさφが大きくなるほど銀行破綻数も大きくなるは

ずである．Fig．7 を見ると，確かに流動性ショック

の大きさφが大きくなるほど銀行破綻数も大きくな

っており，想定していた通りに妥当な結果が得られ

た．ここで，自己資本要因破綻とは自己資本𝑐𝑖が負に

なることによる破綻であり，流動性要因破綻とは現

金𝐺𝑎𝑝𝑖が負になることによる破綻である．そして，

総破綻はそれらの和である． 

 

 

Fig. 7 流動性ショックの大きさφと銀行破綻数

の関係 

 

3.3．流動性カバレッジ比率（LCR）規制の

感度分析 

random network と scale-free network のそれぞれに

おいて，LCR規制の規制範囲と規制水準を変化させ

たときの銀行の総破綻数の変化を Fig．8～Fig．11 に

示す．Fig．8では，LCR規制の規制範囲を変化させ

ても総破綻数はあまり変化していない．これは，銀

行間貸借関係を有していない孤立した銀行の多い

random networkでは，LCR 規制の規制範囲を変化さ

せても銀行間貸借行動にあまり変化がないためであ

る．Fig．9～Fig．11では，LCR 規制の規制範囲や規

制水準を引き上げると，総破綻数が増加している．

これは，LCR規制の規制範囲や規制水準を引き上げ

ることで，金融システムにおける流動性供給に対し

て流動性需要が増加したことによる． 

 

 

Fig. 8 random network における LCR 規制範囲

と総破綻数の関係 

 

 

Fig. 9 random network における LCR 規制水準

と総破綻数の関係 

 

 
Fig. 10 scale-free networkにおける LCR規制範

囲と総破綻数の関係 

 



 
Fig. 11 scale-free networkにおける LCR規制水

準と総破綻数の関係 

 

3.4．安定調達比率（NSFR）規制の感度分析 

random network と scale-free network のそれぞれに

おいて，NSFR 規制の規制範囲と規制水準を変化さ

せたときの銀行の総破綻数の変化を Fig．12～Fig．

15 に示す．Fig．12では，NSFR規制の規制範囲を変

化させても総破綻数はあまり変化していない．これ

は，銀行間貸借関係を有していない孤立した銀行の

多い random network では，NSFR 規制の規制範囲を

変化させても銀行間貸借行動にあまり変化がないた

めである．Fig．13では，NSFR規制の規制水準を引

き上げると，総破綻数が増加している．これは，NSFR

規制の規制水準の引き上げにより，流動性需給が逼

迫したり，資金調達コストが嵩んだりしたことに起

因する，Fig．14 と Fig．15 を見ると，scale-free network

では NSFR 規制の規制範囲と規制水準がともに高い

と，総破綻数が抑制されていることが分かる．これ

は NSFR 規制の規制範囲と規制水準の引き上げによ

り，多くの銀行が長期資金を調達することで流動性

ショックに対する頑健性が増したからである．ただ

し，NSFR 規制の規制範囲と規制水準の引き上げに

より，資金調達コスト増加による銀行破綻も一部で

起きている． 

 

 

Fig. 12 random networkにおける NSFR規制範

囲と総破綻数の関係 

 

 

Fig. 13 random networkにおける NSFR規制水

準と総破綻数の関係 

 

 

Fig. 14 scale-free networkにおける NSFR規制

範囲と総破綻数の関係 

 

 
Fig. 15 scale-free networkにおける NSFR規制

水準と総破綻数の関係 

 

4．おわりに 

まず，LCR規制の規制範囲と規制水準を引き上げ

ることによる金融システム安定化効果についてまと

める．本研究では，scale-free network で LCRの規制

範囲と規制水準を引き上げると銀行破綻数が増加す

ることが分かった．よって，LCR 規制の規制範囲と

規制水準の引き上げは，金融システムの資金融通機

能を制約するばかりで，単独では流動性ショックに



対する金融システムの頑健性を高める効果はなく，

却って金融システムを不安定化させる恐れがあると

言える． 

 次に，NSFR 規制の規制範囲と規制水準を引き上

げることによる金融システム安定化効果についてま

とめる．本研究では，scale-free network で NSFR 規

制の規制範囲と規制水準を引き上げると銀行破綻数

が減少することが分かった．よって，現実の金融シ

ステムでも NSFR 規制の規制範囲と規制水準を引き

上げると，金融システムを安定化させる効果が得ら

れると考えられる．ただし，NSFR規制の規制範囲と

規制水準の引き上げにより一部の銀行に起こった自

己資本要因破綻の重要性や影響の評価については議

論の余地がある． 

 本研究の今後の課題として，モデルの改良とシミ

ュレーション結果のさらなる検証が挙げられる． 

 まず，モデルの改良の可能性について述べる．先

行研究[10]，[18] によると，現実の銀行間ネットワー

クには scale-free 性だけでなく small-world 性も認め

られるようである．よって，本研究で行ったシミュ

レーションを small-world network にも適用すること

が改良点の一つとして挙げられる．また，LCR規制

や NSFR 規制で積み上げた資金は，金融危機時には

取り崩して使用することが許されているため，その

影響を考慮したシミュレーションも行う余地がある．

さらに，金融危機時には政府・中央銀行による銀行

救済措置も取られる他，LCRや NSFR規制には政府・

中央銀行による銀行救済コストの低減効果も期待さ

れているため，その点も追究の余地がある． 
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